
昭
和
六
十
二
年
運
輸
省
令
第
十
六
号

索
道
施
設
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
三
十
五
条
（
同
法
第
四
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
索
道
施
設
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条―

第
六
条
）

第
二
章
　
構
造

第
一
節
　
索
道
線
路
等
（
第
七
条―

第
十
八
条
）

第
二
節
　
停
留
場
（
第
十
九
条
）

第
三
節
　
原
動
設
備
（
第
二
十
条―

第
二
十
二
条
）

第
四
節
　
搬
器
（
第
二
十
三
条
）

第
五
節
　
握
索
装
置
等
（
第
二
十
四
条
・
第
二
十
五
条
）

第
六
節
　
保
安
設
備
（
第
二
十
六
条
・
第
二
十
七
条
）

第
七
節
　
雑
則
（
第
二
十
八
条
・
第
二
十
九
条
）

第
三
章
　
運
転
（
第
三
十
条―

第
四
十
三
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
鉄
道
事
業
法
第
三
十
五
条
の
索
道
施
設
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
支
索
　
搬
器
を
懸
垂
す
る
索
条
の
う
ち
支
え
い
索
以
外
の
索
条
を
い
う
。

二
　
支
え
い
索
　
搬
器
を
懸
垂
し
、
か
つ
、
移
動
さ
せ
る
た
め
の
索
条
を
い
う
。

三
　
え
い
索
　
搬
器
を
移
動
さ
せ
る
た
め
の
索
条
の
う
ち
支
え
い
索
以
外
の
索
条
を
い
う
。

四
　
平
衡
索
　
搬
器
を
平
衡
さ
せ
る
た
め
の
索
条
で
あ
つ
て
え
い
索
の
反
対
側
に
あ
る
も
の
を
い
う
。

五
　
滑
車
　
原
動
滑
車
、
緊
張
滑
車
、
原
動
緊
張
滑
車
、
折
返
滑
車
、
誘
導
滑
車
及
び
緊
張
索
用
滑
車
を
い
う
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
鉄
道
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
運
輸
省
令
第
六
号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
細
則
の
制
定
）

第
三
条
　
索
道
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
の
実
施
に
関
す
る
細
則
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
実
施
に
関
す
る
細
則
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
こ
の
省
令
の
実
施
に
関
す
る
基
準
を
告
示
で
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
に
従
つ
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
届
出
）

第
四
条
　
索
道
事
業
者
は
、
第
三
条
第
一
項
の
実
施
に
関
す
る
細
則
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
細
則
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
を
地
方
運
輸
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
書
類
の
提
出
）

第
五
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
す
べ
き
届
出
書
は
、
当
該
事
案
の
関
す
る
土
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
（
当
該
事
案
が
二
以
上
の
地
方
運
輸
局
長
の
管
轄
区
域
に
わ
た
る
と
き
は
、
当
該
事
案
の
主
と
し
て

関
す
る
土
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
危
害
の
防
止
）

第
六
条
　
索
道
の
建
設
に
当
た
つ
て
は
、
の
り
切
、
切
上
、
掘
削
、
盛
土
、
く
い
打
ち
等
に
よ
り
人
に
危
害
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
　
構
造

第
一
節
　
索
道
線
路
等

（
索
道
線
路
）

第
七
条
　
索
道
線
路
は
、
索
条
、
支
柱
、
受
索
装
置
そ
の
他
の
こ
れ
を
構
成
す
る
設
備
に
か
か
る
荷
重
が
脱
索
等
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
搬
器
が
停
留
場
以
外
の
箇
所
で
停
止
し
た
場
合
に
乗
つ

た
人
を
安
全
に
救
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
搬
器
と
建
造
物
等
と
の
間
隔
）

第
八
条
　
搬
器
と
こ
れ
に
近
接
す
る
建
造
物
等
と
の
間
隔
は
、
急
停
止
等
に
よ
る
搬
器
の
動
揺
を
考
慮
し
、
建
造
物
等
と
の
接
触
に
よ
り
乗
つ
た
人
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
搬
器
と
地
表
面
と
の
間
隔
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
搬
器
が
停
留
場
以
外
の
箇
所
で
停
止
し
た
場
合
に
、
搬
器
の
構
造
、
救
助
の
方
法
等
を
考
慮
し
、
乗
つ
た
人
を
安
全
に
救
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
支
索
等
の
こ
う
配
）

第
九
条
　
支
索
又
は
支
え
い
索
の
こ
う
配
は
、
握
索
装
置
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
水
平
線
と
四
十
五
度
以
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
運
転
速
度
等
）

第
十
条
　
運
転
速
度
及
び
搬
器
の
出
発
間
隔
は
、
索
道
の
種
類
及
び
方
式
、
原
動
設
備
、
制
動
装
置
等
の
能
力
、
旅
客
の
態
様
等
を
考
慮
し
、
停
留
場
に
お
け
る
旅
客
の
安
全
か
つ
円
滑
な
乗
降
及
び
停
留
場
間
に
お
け
る
旅
客
の
安
全

な
運
送
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
索
条
）

第
十
一
条
　
索
条
は
、
予
想
さ
れ
る
最
大
荷
重
に
耐
え
る
強
度
を
有
し
、
搬
器
の
運
転
に
耐
え
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
索
条
を
支
持
す
る
支
索
用
シ
ュ
ー
、
受
索
装
置
又
は
滑
車
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
緊
張
設
備
）

第
十
二
条
　
索
条
の
一
端
に
は
、
緊
張
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
索
道
線
路
の
傾
斜
こ
う
長
が
短
い
こ
と
に
よ
り
索
条
の
伸
び
が
搬
器
の
安
全
な
運
転
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

２
　
緊
張
設
備
は
、
索
条
の
伸
び
を
吸
収
し
、
索
条
の
張
力
を
一
定
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
柱
）

第
十
三
条
　
支
柱
は
、
予
想
さ
れ
る
最
大
荷
重
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
転
倒
、
滑
り
及
び
引
き
抜
き
の
お
そ
れ
の
な
い
構
造
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
索
用
シ
ュ
ー
）

第
十
四
条
　
支
索
用
シ
ュ
ー
は
、
支
索
が
及
ぼ
す
圧
力
を
分
散
さ
せ
、
支
索
を
所
定
の
位
置
に
保
持
し
、
か
つ
、
搬
器
が
通
過
す
る
際
に
搬
器
に
過
度
の
動
揺
を
与
え
な
い
構
造
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
索
装
置
）

第
十
五
条
　
受
索
装
置
は
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
支
え
い
索
、
え
い
索
又
は
平
衡
索
を
所
定
の
位
置
に
保
持
す
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

二
　
握
索
装
置
又
は
接
続
装
置
を
円
滑
に
通
過
さ
せ
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

三
　
支
え
い
索
、
え
い
索
又
は
平
衡
索
に
過
度
の
摩
耗
又
は
損
傷
を
生
じ
さ
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
滑
車
）

第
十
六
条
　
滑
車
の
溝
は
、
索
条
の
直
径
に
適
合
し
、
か
つ
、
索
条
に
過
度
の
摩
耗
又
は
損
傷
を
生
じ
さ
せ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
護
設
備
及
び
防
護
設
備
）

第
十
七
条
　
線
路
に
近
接
す
る
建
造
物
等
の
状
況
、
搬
器
の
構
造
等
を
考
慮
し
、
物
の
落
下
に
よ
る
危
険
が
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
又
は
搬
器
に
乗
つ
た
人
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
箇
所
に
は
、
適
当
な
保
護
設
備
を
設
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
搬
器
と
の
接
触
に
よ
る
危
険
が
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
は
、
人
の
立
入
り
を
防
止
す
る
た
め
の
適
当
な
防
護
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
災
害
防
止
設
備
）

第
十
八
条
　
雪
崩
等
の
自
然
災
害
が
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
は
、
索
道
施
設
を
保
護
す
る
た
め
の
適
当
な
災
害
防
止
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
　
停
留
場

（
停
留
場
）

第
十
九
条
　
停
留
場
に
は
、
索
道
の
種
類
及
び
方
式
、
運
転
速
度
、
搬
器
の
出
発
間
隔
等
を
考
慮
し
、
旅
客
の
安
全
か
つ
円
滑
な
乗
降
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
乗
降
場
そ
の
他
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節
　
原
動
設
備

（
主
原
動
機
）

第
二
十
条
　
主
原
動
機
は
、
巻
き
上
げ
側
の
支
え
い
索
又
は
え
い
索
の
引
張
力
と
こ
れ
に
対
応
す
る
し
緩
側
の
支
え
い
索
又
は
え
い
索
の
引
張
力
と
の
差
が
最
大
と
な
る
場
合
（
以
下
「
最
大
荷
重
条
件
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
正
常

に
起
動
し
、
所
定
の
運
転
速
度
で
索
道
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
予
備
原
動
機
）

第
二
十
一
条
　
索
道
に
は
、
主
原
動
機
の
ほ
か
、
予
備
原
動
機
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
線
路
の
傾
斜
こ
う
長
が
短
い
こ
と
等
に
よ
り
搬
器
が
停
留
場
以
外
の
箇
所
で
停
止
し
た
と
き
に
お
い
て
も
乗
つ
た
人
を
容
易
に

救
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
予
備
原
動
機
は
、
主
原
動
機
又
は
そ
の
制
御
回
路
の
機
能
が
停
止
し
た
場
合
に
お
い
て
正
常
に
起
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
最
大
荷
重
条
件
に
お
い
て
正
常
に
起
動
し
、
搬
器
に
乗
つ
た
人
を
停
留
場
ま
で
運

送
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
速
度
制
御
装
置
）

第
二
十
二
条
　
速
度
制
御
装
置
は
、
索
道
の
加
速
時
及
び
減
速
時
に
お
い
て
、
搬
器
に
過
度
の
動
揺
を
与
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
原
動
機
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
節
　
搬
器

（
搬
器
）

第
二
十
三
条
　
搬
器
は
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
予
想
さ
れ
る
最
大
荷
重
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
燃
焼
す
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
乗
つ
た
人
の
転
落
、
転
倒
等
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

四
　
停
留
場
以
外
の
箇
所
で
停
止
し
た
場
合
に
乗
つ
た
人
を
安
全
に
救
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。
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第
五
節
　
握
索
装
置
等

（
握
索
装
置
）

第
二
十
四
条
　
握
索
装
置
は
、
え
い
索
又
は
支
え
い
索
を
完
全
に
握
索
し
、
か
つ
、
え
い
索
又
は
支
え
い
索
に
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
接
続
装
置
）

第
二
十
五
条
　
接
続
装
置
は
、
え
い
索
及
び
平
衡
索
又
は
え
い
索
と
搬
器
を
強
固
な
方
法
に
よ
り
連
結
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
節
　
保
安
設
備

（
非
常
用
制
動
装
置
）

第
二
十
六
条
　
索
道
に
は
、
脱
索
が
生
じ
た
場
合
そ
の
他
の
非
常
時
に
お
い
て
緊
急
に
運
転
を
停
止
さ
せ
る
た
め
の
適
当
な
非
常
用
制
動
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
非
常
用
制
動
装
置
は
、
最
大
荷
重
条
件
に
お
い
て
も
搬
器
を
確
実
に
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
安
設
備
）

第
二
十
七
条
　
索
道
に
は
、
前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
運
転
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
適
当
な
保
安
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
節
　
雑
則

（
工
作
物
の
強
度
）

第
二
十
八
条
　
索
条
及
び
支
柱
以
外
の
工
作
物
は
、
予
想
さ
れ
る
最
大
荷
重
に
耐
え
る
強
度
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
二
十
九
条
　
鉄
道
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
五
十
一
号
）
第
四
十
一
条
第
三
項
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
第
二
項
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
九
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第

六
章
第
三
節
及
び
第
四
節
並
び
に
第
六
十
一
条
の
規
定
は
、
索
道
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
章
　
運
転

（
運
転
の
安
全
確
保
）

第
三
十
条
　
索
道
の
運
転
に
当
た
つ
て
は
、
索
道
係
員
の
知
識
及
び
技
能
並
び
に
運
転
関
係
の
設
備
を
総
合
的
に
活
用
し
て
、
そ
の
安
全
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
索
道
事
業
者
は
、
停
留
場
に
お
け
る
運
転
度
数
、
輸
送
人
員
そ
の
他
運
転
に
関
す
る
状
況
の
記
録
を
活
用
し
て
索
道
の
安
全
度
の
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
知
識
及
び
技
能
の
保
有
等
）

第
三
十
一
条
　
索
道
係
員
は
、
索
道
を
安
全
に
運
転
す
る
た
め
に
十
分
な
知
識
及
び
技
能
を
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
索
道
係
員
が
、
そ
の
知
識
及
び
技
能
を
十
分
に
発
揮
で
き
な
い
心
身
の
状
態
に
あ
る
と
き
は
、
運
転
の
安
全
に
関
係
す
る
作
業
を
行
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
運
転
者
及
び
監
視
員
は
、
索
道
の
運
転
中
所
定
の
位
置
を
離
れ
て
は
な
ら
な
い
。

４
　
索
道
事
業
者
は
、
人
を
安
全
に
救
助
す
る
た
め
の
作
業
の
方
法
を
定
め
、
こ
れ
に
つ
い
て
索
道
係
員
を
訓
練
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
旅
客
が
遵
守
す
べ
き
事
項
の
掲
示
）

第
三
十
二
条
　
索
道
事
業
者
は
、
停
留
場
に
お
け
る
安
全
か
つ
円
滑
な
乗
降
及
び
停
留
場
間
に
お
け
る
安
全
な
運
送
を
確
保
す
る
た
め
に
旅
客
が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
、
旅
客
に
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
相
互
連
絡
）

第
三
十
三
条
　
運
転
者
、
監
視
員
そ
の
他
の
索
道
係
員
は
、
適
当
な
方
法
に
よ
り
、
相
互
に
緊
密
に
連
絡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
出
発
合
図
）

第
三
十
四
条
　
索
道
を
運
転
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
方
法
の
出
発
合
図
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
車
掌
の
乗
務
）

第
三
十
五
条
　
普
通
索
道
の
搬
器
（
停
留
場
以
外
の
箇
所
で
停
止
し
た
場
合
に
旅
客
を
救
助
し
よ
う
と
す
る
者
が
容
易
に
乗
り
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
構
造
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
車
掌
を
乗
務
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
最
大
乗
車
人
員
等
）

第
三
十
六
条
　
搬
器
に
は
、
そ
の
最
大
乗
車
人
員
又
は
最
大
乗
車
人
員
及
び
最
大
積
載
量
を
超
え
て
人
を
乗
せ
、
又
は
物
を
積
ん
で
は
な
ら
な
い
。

（
風
雨
時
等
の
処
置
）

第
三
十
七
条
　
風
、
雨
、
雪
、
霧
等
に
よ
り
索
道
の
運
転
に
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
そ
の
運
転
を
一
時
中
止
す
る
等
危
険
を
避
け
る
た
め
、
適
当
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
転
落
防
止
）

第
三
十
八
条
　
普
通
索
道
の
搬
器
を
出
発
さ
せ
る
と
き
は
、
人
又
は
物
の
転
落
を
防
止
す
る
た
め
、
扉
を
閉
じ
、
鎖
錠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
索
条
等
の
整
備
等
）

第
三
十
九
条
　
索
条
、
支
柱
、
停
留
場
、
原
動
設
備
、
搬
器
そ
の
他
の
工
作
物
は
、
常
に
安
全
な
状
態
に
整
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
搬
器
を
留
置
す
る
と
き
は
、
そ
の
移
動
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
処
置
を
講
じ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
危
険
品
運
送
の
制
限
）

第
四
十
条
　
索
道
事
業
の
用
に
供
す
る
索
道
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
物
品
を
所
持
す
る
旅
客
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
普
通
索
道
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
物
品
を
人
を
運
送
す
る
搬
器
に
混
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
普
通
索
道
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
爆
発
性
物
質
を
積
載
し
た
搬
器
と
人
の
乗
り
込
ん
だ
搬
器
と
を
同
時
に
運
転
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
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（
始
業
点
検
）

第
四
十
一
条
　
索
道
は
、
一
日
一
回
そ
の
使
用
前
、
試
運
転
を
行
い
、
索
条
、
支
柱
、
原
動
設
備
、
搬
器
そ
の
他
の
工
作
物
を
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
）

第
四
十
二
条
　
索
道
の
設
備
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
検
査
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
記
録
）

第
四
十
三
条
　
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
索
条
等
の
整
備
を
行
つ
た
と
き
は
そ
の
年
月
日
及
び
内
容
を
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
設
備
の
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
そ
の
年
月
日
及
び
成
績
を
、
そ
れ
ぞ
れ
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
鉄
道
事
業
法
施
行
規
則
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
索
道
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
四
号
。
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
細
則
は
、
第

三
条
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
細
則
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
旧
規
則
第
四
十
五
条
（
第
五
十
五
条
、
第
五
十
六
条
第
二
項
及
び
第
五
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
を
受
け
た
構
造
に
係
る
施
設
で
あ
つ
て
こ
の
省
令
の
規
定
に
適
合
し
な

い
も
の
（
当
該
許
可
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
と
異
な
る
構
造
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
第
四
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
工
事
に
着
手
し
、
又
は
完
成
し
た
施
設
で
あ
つ
て
こ
の
省
令
の
規
定
に
適
合
し
な
い
も
の
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
四
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
構
造
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
つ

い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
最
初
に
行
う
改
造
の
工
事
が
完
成
す
る
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
と
異
な
る
構
造
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
第
四
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
旧
規
則
第
七
十
七
条
の
許
可
を
受
け
た
取
扱
い
で
あ
つ
て
こ
の
省
令
の
規
定
に
適
合
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
と
異
な
る
取
扱
い
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
第
四
条
第
一
項
の
許
可
を
受

け
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
二
三
日
運
輸
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
許
可
、
認
可
等
の
整
理
及
び
合
理
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
五
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
索
道
施
設
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
索
道
施
設
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
た
許
可
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
索
道
施
設
に
関
す
る
技
術

上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
次
条
に
お
い
て
「
新
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
普
通
鉄
道
構
造
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
運
輸
省
令
第
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
た
許
可
と
み
な
す
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
工
事
に
着
手
し
、
又
は
完
成
し
た
原
動
設
備
で
あ
っ
て
新
省
令
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
原
動
設
備
に
つ
い
て
こ
の
省
令
の
施
行
後
最
初
に
行
う
改
造
の

工
事
が
完
成
す
る
ま
で
の
間
は
、
同
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
八
日
国
土
交
通
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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